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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　管又は線状物を導入して弾性的に把持するＵ字状の保持溝を有する複数の保持部と、こ
の保持部を一体に連結する基部と、この基部から延出されて被取付部材に設けられた取付
孔に係着可能な脚部とを備えた管・線状物固定用クリップにおいて、
　前記複数の保持部は、前記脚部と反対方向に開口部を有する第１の保持部と、それに対
して９０°ずれた方向に開口部を有する第２の保持部との２つからなり、
　前記基部の前記第１の保持部方向に伸びる端部には、Ｌ字状に屈曲して前記被取付部材
の取付け面に向けて伸びる位置決め用突起が形成されていることを特徴とする管・線状物
固定用クリップ。
【請求項２】
　前記位置決め用の突起は、前記被取付部材に取付けた際に、前記保持部のいずれか１つ
のみが使用可能となるように、前記被取付部材に対するクリップの取付け角度を設定する
ものである請求項１記載の管・線状物固定用クリップ。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば自動車等に装着される各種配管、配線ケーブル等の管・線状物固定用ク
リップに関する。
【０００２】
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【従来の技術】
例えば自動車の燃料配管、冷却液配管、配線ケーブル等を車体に固定するために、これら
の管・線状物を把持するＵ字状の保持溝を有する保持部と、被取付部材に設けられた取付
孔に弾性的に係着される脚部とを有する樹脂製のクリップが使用されている。
【０００３】
このようなクリップとして、下記特許文献１には、線、棒状物が径方向で抜差し可能に支
承される弾性係止片を開口部側に有する樹脂製クランプであって、上記開口部が複数あっ
て複数本の線、棒状物を保持できるようにしたものが開示されている。そして、このクリ
ップは、上記弾性係止片を支持する基部と、パネル等の被取付部材の取付孔に嵌着される
取付け脚とを有し、上記複数の開口部は、同じ方向に開口している。
【０００４】
【特許文献１】
実開平４－４４５８１号公報
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
上記特許文献１に示されるクリップにおいては、複数の開口部が同じ方向に開口している
ため、管・線状物の挿入方向が一つの方向になってしまい、壁と壁との狭い隙間に設置す
るような場合に、全ての開口部が使用不能になってしまうことがあった。
【０００６】
また、取付部位により固定する配管数が異なる場合には、それぞれ配管数の異なるクリッ
プを使用する必要があり、部品点数の増加による開発、製造、管理コストの増加となって
いた。
【０００７】
そこで、複数の開口部を有するものの、そのうちの特定の開口部だけを利用して管・線状
物を取付けたい場合、挿入方向が同一だと、作業者は、複数の開口部のうちどの開口部に
挿入してよいか判断しずらく、予定した開口部以外の開口部に取付けてしまう可能性があ
り、その結果、設計した経路からずれて取付けられることにより、管・線状物に曲げテン
ションが加わり、負荷となったり、周辺部品と干渉したりする可能性があった。
【０００８】
したがって、本発明の目的は、被取付部材に管・線状物を固定するためのクリップであっ
て、管・線状物を把持する複数の保持部を有しており、取付け箇所の近傍に障害物があっ
ても、複数の保持部のいずれかが利用できるようにし、また、複数の保持部のうち、特定
の保持部にのみ挿入する必要がある場合に、他の保持部には挿入できないように配置する
ことができるようにした管・線状物固定用クリップを提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、本発明の第１は、管又は線状物を導入して弾性的に把持する
Ｕ字状の保持溝を有する複数の保持部と、この保持部を一体に連結する基部と、この基部
から延出されて被取付部材に設けられた取付孔に係着可能な脚部とを備えた管・線状物固
定用クリップにおいて、
　前記複数の保持部は、前記脚部と反対方向に開口部を有する第１の保持部と、それに対
して９０°ずれた方向に開口部を有する第２の保持部との２つからなり、
　前記基部の前記第１の保持部方向に伸びる端部には、Ｌ字状に屈曲して前記被取付部材
の取付け面に向けて伸びる位置決め用突起が形成されていることを特徴とする管・線状物
固定用クリップを提供するものである。
【００１０】
　上記発明によれば、複数の保持部における管又は線状物を導入するための開口部が９０
°ずれて配置されているので、例えば壁と壁との狭い隙間に設置するような場合でも、い
ずれかの開口部が壁と壁との隙間の開口部方向に向くようにして、管又は線状物の取付け
を可能にすることができる。
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【００１１】
また、被取付部材となる壁等に対して、例えばＬ字状に屈曲されたブラケットを介して固
定する場合などには、使用したい保持部以外の保持部の開口部が壁に向かうように取付け
ることにより、複数の保持部があっても使用できる保持部は特定のものだけにして、作業
者が確実に所定の保持部に保持させるようにすることができる。
【００１２】
更に、位置決め用の突起を設けたことにより、被取付部材に対するクリップの取付け角度
が予め定められた角度に規制されるため、上記のように被取付部材に対して所定の角度で
取付ける必要がある場合でも誤りなく取付けることができる。
【００１３】
本発明の第２は、上記第１の発明において、前記位置決め用の突起は、前記被取付部材に
取付けた際に、前記保持部のいずれか１つのみが使用可能となるように、前記被取付部材
に対するクリップの取付け角度を設定するものである。
【００１４】
上記発明によれば、位置決め用突起によって、被取付部材に対するクリップの取付け角度
が決定され、その際に保持部のいずれか１つのみが使用可能となり、他の保持部は管又は
線状物を挿入できなくなるので、作業者による管又は線状物の固定位置の誤りを確実に防
ぐことができる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、図面に基づいて本発明の実施形態を説明する。
【００１８】
図１～１３には本発明による管・線状物固定用クリップの一実施形態が示されている。図
１は同クリップの斜視図、図２は正面図、図３は背面図、図４は平面図、図５は底面図、
図６は左側面図、図７は右側面図、図８は図２のＡ－Ａ断面図、図９は図４のＢ－Ｂ断面
図、図１０は同クリップの取付け態様の一例を示す説明図、図１１は同クリップの取付け
態様の他の例を示す説明図、図１２は同クリップを取付けるに用いられるブラケットを示
す斜視図、図１３は同クリップを取付けるのに用いられるブラケットの他の例を示す斜視
図である。
【００１９】
図１～９に示すように、このクリップ１００は、管又は線状物を固定するための複数の保
持部、この実施形態では２つの保持部２１０、２２０を有している。各保持部２１０、２
２０は、円弧状に伸びる一対のアーム２１１，２１２，２２１，２２２を有している。各
アーム２１１，２１２，２２１，２２２の先端は、対向するものどうしでチューリップ状
に開くように屈曲されて、それらの間に管又は線状物を導入するための開口部２１３，２
２３が形成されている。そして、対向するアーム２１１，２１２及び２２１，２２２の間
には、管又は線状物を収容するＵ字状の保持溝２１４，２２４が設けられている。
【００２０】
保持部２１０、２２０は、基部３００によって連結されている。そして、保持部２１０、
２２０のそれぞれの開口部２１３，２２３は、それらの開口方向が９０°ずれるように配
置されている。すなわち、１つの保持部２１０の開口部２１３は後述する脚部４００に対
して反対方向に開口し、もう１つの保持部２２０の開口部２２３はそれと９０°交差する
方向に開口している。基部３００の保持部２１０方向に伸びる端部には、Ｌ字状に屈曲し
て被取付け部品の取付け面に向けて伸びる位置決め用突起３１０が形成されている。
【００２１】
基部３００の下面には、スカート状に広がり、その周縁が被取付面に向けて斜めに延出さ
れたフランジ３２０が連設されている。このフランジ３２０は、被取付面に弾性的に当接
し、被取付部材の取付孔周縁をシールすると共に、後述する脚部が取付孔の裏面周縁に圧
接されるようにする。
【００２２】
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更に、フランジ３２０の下面には被取付部材の取付孔に係着される脚部４００が連設され
ている。脚部４００は、フランジ３２０の下面中央から垂直に伸びる中央壁４１０と、こ
の中央壁４１０の下端からＵ字状に屈曲して斜め上方に伸びる左右一対の弾性係止片４２
０とを有している。中央壁４１０の幅方向の両側辺には、下方に向けて幅狭となるテーパ
部４１１と、幅が一定とされた基部４１２とを有している。基部４１２は、後述する取付
孔の内径に適合する幅とされている。弾性係止片４２０は、その上端部外側に係合段部４
２１が形成され、係合段部４２１より更に上方の最上端部４２２は、後述する取付孔内周
に圧接されるようになっている。
【００２３】
図１０には、上記クリップ１００の使用態様の一例が示されている。図１０において、５
００は、被取付部材であるパネルであり、このパネル５００には取付孔５１０が形成され
ている。また、取付孔５１０のやや上方には、前記位置決め用突起３１０が挿入される位
置決め孔５２０が形成されている。パネル５００に近接して障害物５３０が配置されてお
り、配管６００は、パネル５００と障害物５３０との間の狭い隙間５４０に取付けられる
。
【００２４】
この場合、クリップ１００は、その位置決め用突起３１０を位置決め孔５２０に挿入しな
がら、脚部４００をパネル５００の取付孔５１０に挿入し、脚部４００の弾性係止片４２
０の係合段部４２１をパネル５００の裏面における取付孔５１０周縁に係合させて抜け止
めする。このとき、弾性係止片４２０の最上端部４２２は、取付孔５１０内周に圧接され
る。また、中央壁４１０の基部４１２も取付孔５１０の内周に当接する。更に、スカート
状のフランジ３２０は、パネル５００の前面に弾性的に圧接され、脚部４００との間でパ
ネル５００を弾性挟持する。その結果、クリップ１００は、パネル５００の取付孔５１０
にガタ付きなくしっかりと固定される。そして、上記位置決め孔５２０に位置決め用突起
３１０を挿入しないと取付けができないので、クリップ１００の取付角度を規制すること
ができる。
【００２５】
こうして取付けられたクリップ１００においては、その一方の保持部２２０の開口部２２
３が、パネル５００と障害物５３０との間の狭い隙間５４０の開口部５４１方向に向いて
おり、配管６００をこの開口部５４１から挿入して、上記保持部２２０の保持溝２２４に
押し込み、一対のアーム２２１，２２２で弾性的に挟持させることができる。このように
、クリップ１００に開口部の方向が異なる２つの保持部２１０、２２０を設け、かつ、ク
リップ１００が所定の角度で取付けられるように位置決め用突起３１０及び位置決め孔５
２０を設けたことによって、上記のような箇所における配管の取付を確実に行うことがで
きる。
【００２６】
図１１、１２には、上記クリップの使用態様の他の例が示されている。この例は、壁面７
００に対してブラケット８００を介して配管６００を取付ける例である。この場合、ブラ
ケット８００が本発明における被取付部材となる。
【００２７】
ブラケット８００は、壁面７００への固定部８１０と、この固定部８１０の一端部からほ
ぼ直角に屈曲されたクリップ取付部８２０とを有し、クリップ取付部８２０には、取付孔
８３０、８３１と、位置決め孔８４０とが形成されている。取付孔８３０、８３１のいず
れかを選択することによって、クリップ１００の保持部２１０、２２０の両方を使えるよ
うにしたり、片方だけを使えるようにすることができる。なお、ブラケット８００の両側
縁部には、補強リブ８５０が形成されている。
【００２８】
この実施形態では、配管６００の取付け位置が予め設定されていて、取付け位置を固定す
るため、保持部２１０、２２０の片方だけが使えるようにクリップ１００を取付ける例と
して説明する。
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【００２９】
ブラケット８００は、図示しないネジ止め、溶接等の固着手段によって、予め壁面７００
に固定しておく。そして、クリップ１００の位置決め用突起３１０をブラケット８００の
位置決め孔８４０に挿入しながら、脚部４００を一方の取付孔８３０に挿入する。その結
果、前記と同様に、脚部４００の弾性係止片４２０の係合段部４２１がブラケット８００
の裏面において取付孔８３０周縁に係合して抜け止めされ、スカート状のフランジ３２０
がブラケット８００の前面に弾性的に圧接され、脚部４００との間でブラケット８００の
クリップ取付け部８２０を弾性挟持する。その結果、クリップ１００は、ブラケット８０
０の取付孔８３０にガタ付きなくしっかりと固定される。
【００３０】
この状態で、一方の保持部２２０は、その開口部２２３が壁面７００に近接して配置され
、配管６００を保持部２２０に保持させることはできなくなる。したがって、配管６００
は、他方の保持部２１０の保持溝２１４にしか保持させることができないので、配管６０
０の取付位置を設計した位置に確定することができる。したがって、取付位置のずれによ
って、配管に曲げテンションが加わり、負荷となったり、周辺部品と干渉したりすること
を回避できる。
【００３１】
このように、ブラケット８００とクリップ１００と壁面７００とにより、一方の保持部２
２０に配管６００を保持させることができなくなる装置を構成することができる。
【００３２】
図１３には、本発明のクリップを取付けるためのブラケットの他の例が示されている。な
お、前記実施形態と実質的に同じ部分には、同符号を付してその説明を省略することにす
る。このブラケット８０１は、クリップ取付部８２０に、１つの取付孔８３０が形成され
、位置決め孔はなくて、その代わりにクリップ取付部８２０の端部８６０が取付孔８３０
の近傍で直線状にカットされている。
【００３３】
このブラケット８０１においては、クリップ１００の位置決め用突起３１０を上記端部８
６０に係合させながら、脚部４００を取付孔８３０に挿入することにより、クリップ１０
０の取付角度を一定にしながら、ブラケット８０１にしっかりと固定することができる。
このように、位置決め用突起３１０が係合する、被取付部材側の構造としては、図１２に
示したような孔であってもよく、図１３に示したような直線状にカットされた辺であって
もよい。
【００３４】
なお、上記実施形態では、クリップ１００における保持部２１０、２２０が９０°ずれて
配置された例となっているが、保持部２１０、２２０を１８０°ずらして互いに反対向き
に設けてもよく、あるいは３個以上の保持部を互いの取付角度をずらしながら配置したも
のであってもよい。
【００３５】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明によれば、複数の保持部における管又は線状物を導入する
ための開口部が９０°ずれて配置されているので、例えば壁と壁との狭い隙間に設置する
ような場合でも、いずれかの開口部が壁と壁との隙間の開口部方向に向くようにして、管
又は線状物の取付けを可能にすることができる。また、被取付部材となる壁等に対して、
例えばＬ字状に屈曲されたブラケットを介して固定する場合などには、使用したい保持部
以外の保持部の開口部が壁に向かうように取付けることにより、複数の保持部があっても
使用できる保持部は特定なものだけにして、作業者が確実に所定の保持部に保持させるよ
うにすることができる。更に、位置決め用の突起を設けたことにより、被取付部材に対す
るクリップの取付け角度が予め定められた角度に規制されるため、上記のように被取付部
材に対して所定の角度で取付ける必要がある場合でも誤りなく取付けることができる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本発明による管・線状部材固定用クリップの一実施形態を示す斜視図である。
【図２】同クリップの正面図である。
【図３】同クリップの背面図である。
【図４】同クリップの平面図である。
【図５】同クリップの底面図である。
【図６】同クリップの左側面図である。
【図７】同クリップの右側面図である。
【図８】図２のＡ－Ａ断面図である。
【図９】図４のＢ－Ｂ断面図である。
【図１０】同クリップの取付け態様の一例を示す説明図である。
【図１１】同クリップの取付け態様の他の例を示す説明図である。
【図１２】同クリップを取付けるに用いられるブラケットを示す斜視図である。
【図１３】同クリップを取付けるのに用いられるブラケットの他の例を示す斜視図である
。
【符号の説明】
１００　クリップ
２１０、２２０　保持部
２１１，２１２，２２１，２２２　アーム
２１３，２２３　開口部
２１４，２２４　保持溝
３００　基部
３１０　位置決め用突起
４００　脚部
４１０　中央壁
４２０　弾性係止片
４２１　係止段部
５００　パネル
５１０　取付孔
５２０　位置決め孔
５３０　障害物
５４０　隙間
５４１　隙間の開口部
６００　配管
７００　壁面
８００、８０１　ブラケット
８３０、８３１　取付孔
８４０　位置決め孔
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